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第 簡易裁判所における課題

民事訴訟事件の適切な審理

民事調停の利用拡大，機能

民事訴訟事件の適切な審理・判決の実現に向けた取組

民事調停の利用拡大，機能強化に向けた取組

適正かつ合理的な事務処理を実現するための取組

地裁民事部及び刑事部との連携の充実



令和元年12月19日

定例裁判官会議資料（東京地方裁判所管内簡易裁判所）

第1表東京地方裁判所管内簡易裁判所の構成等

第2表東京地方裁判所管内簡易裁判所の裁判官配置表

第3表民事事件の概況 （東京簡裁

第4表民事訴訟事件終局区分別内訳表 （東京簡裁

第5表民事調停事件終局区分別内訳表 （東京簡裁

第6表民事通常訴訟事件の新受件数推移（東京簡裁

第7表支払督促事件の新受件数推移 （東京簡裁

第8表少額訴訟事件の新受件数推移 （東京簡裁

第9表民事調停事件の新受件数推移 （東京簡裁

第10表刑事事件の概況 （東京簡裁

第ll表刑事通常訴訟事件の新受人員推移（東京簡裁

（東京簡裁 平成27年～令和元年(9月分まで）

平成21年～令和元年(9月分まで）

平成21年～令和元年(9月分まで）

年別･平成21年～令和元年※

年別･平成21年～令和元年※

年別･平成21年～令和元年※

年別･平成21年～令和元年※

）平成27年～令和元年(〔

（東京簡裁）平成21年～令和元年(〔

（東京簡裁）平成21年～令和元年(E

（東京簡裁）年別･平成21年～令和う

（東京簡裁）年別･平成21年～令和ラ

（東京簡裁）年別･平成21年～令和ラ

（東京簡裁）年別･平成21年～令和ラ

（東京簡裁）平成27年～令和元年(E

（東京簡裁）平成21年～令和元年※

（東京簡裁）平成21年～令和元年※

（東京簡裁）平成21年～令和元年※

(譽窓豊簔)平成27年~30年
（立川簡裁）平成27年～30年

（八王子簡裁）平成27年～30年

（武蔵野簡裁）平成27年～30年

（青梅簡裁）平成27年～30年

（町田簡裁）平成27年～30年

（八丈島簡裁）平成27年～30年

(塁豆大曇)平成27年~30年
（新島簡裁）平成27年～30年

(譽庭豊鑿)平成27年~30年
（立川簡裁）平成27年～30年

（八王子簡裁）平成27年～30年

(武蔵野簡裁）平成27年～30年

（青梅簡裁）平成27年～30年

（町田簡裁）平成27年～30年

（八丈島簡裁）平成27年～30年

(筈豆大曇)平成27年~30年
(新島簡裁）平成27年～30年

卜値について,前年度同期間との増減率を

平成27年～令和元年(9月分まで）

第12表刑事略式事件の新受人員推移

第13表刑事令状事件の新受人員推移

第14表民事事件の概況

第15表民事事件の概況

第16表民事事件の概況

第17表民事事件の概況

第18表民事事件の概況

第19表民事事件の概況

第20表民事事件の概況

第21表民事事件の概況

第22表民事事件の概況

第23表刑事事件の概況

第24表刑事事件の概況

第25表刑事事件の概況

第26表刑事事件の概況

第27表刑事事件の概況

第28表刑事事件の概況

第29表刑事事件の概況

第30表刑事事件の概況

第31表刑事事件の概況

※令和元年の数値は， 1令和元年の数値は， 1月から9月までの累計値について,前年ノ

算出し,それをもとに平成30年累計値から推計したものである。



第1表

東京地方裁判所管内簡易裁判所の構成等

(令和元年11月15日現在）

第1 東京簡易裁判所

l 室の数

(1) 民事 10室

（通常5，集中1，少額訴訟1，調停・借地非訟1 （※） ，督促1 （※） ，保全・過料1）

（2） 刑事 5室

（公判2，略式1，令状1，交通略式・令状1 （※） ）

※印・ ・ ･墨田庁舎に配置

2 配置人員

(1)裁判官

ア判事（兼簡易裁判所判事） 1人（司掌者）

イ簡易裁判所判事 109人（うち18人は墨田庁舎勤務）

計 110人

（2） 裁判官以外の職員

ア書記官 294人（うち67人は墨田庁舎勤務）

イ事務官 116人（うち34人は墨田庁舎勤務）

計 410人

（3） 民事調停官 14人（墨田庁舎）

2 八丈島簡易裁判所

1 簡易裁判所判事 1人

第2 八丈島簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

2裁判官以外の職員

(1) 書記官

（2） 事務官

第3伊豆大島簡易裁判所

1人（書記官兼庶務課長）

1人
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1人1 簡易裁判所判事

2裁判官以外の職員

(1) 書記官

（2） 事務官

第4新島簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

2裁判官以外の職員

（1） 書記官

（2） 事務官

第5 八王子簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

2裁判官以外の職員

（1） 書記官

（2） 事務官

計

第6 立川簡易裁判所

1 裁判官

（1） 判事（兼簡易裁判所判事）

（2） 簡易裁判所判事

計

2裁判官以外の職員

（1） 書記官

（2） 事務官

計

第7武蔵野簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

1人（書記官兼庶務課長）

1人

(伊豆大島簡易裁判所裁判官が兼務）

1人（書記官兼庶務課長）

1人

2人

8人

4人（うち1人は庶務課長兼（上席）主任書記官）

12人

1人（司掌者）

3人（ほかに東京簡易裁判所からの填補が1人）

4人

8人

8人（うち1人は庶務課長兼（上席）主任書記官）

16人

2人（ほかに東京簡易裁判所からの填補が1人）
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2裁判官以外の職員

(1) 書記官

（2） 事務官

計

8 青梅簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

2裁判官以外の職員

（1） 書記官

（2） 事務官

計

9 町田簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

2裁判官以外の職員

(1) 書記官

（2） 事務官

計

8人

4人（うち1人は庶務課長兼（上席）主任書記官）

12人

第8

1人

2人（うち1人は主任書記官兼庶務課長）

2人

4人

第9

2人

6人（うち1人は（上席）主任書記官兼庶務課長）

2人

8人



第2表

東京地方裁判所管内簡易裁判所の裁判官配置表
令和元年11月11日現在
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(旅） 川村裕 ，忠

菊池洋史

(旅） 松本 弘

(兼） 丸山忠雄
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2東京簡易裁判所以外の管内各簡易裁判所裁判官配置表

令和元年11月11日現在

庁名 裁判官 備考

八丈島簡易裁判所 大川和彦

伊豆大島簡易裁判所 南 正
一

新島簡易裁判所 南 正
一 兼務

八王子簡易裁判所

北澤章功

瀬尾豊治

司法行政事務掌理者

立川簡易裁判所

工藤純
一

岡崎昌吾

浦崎 浩

金子益之
職務代行（東京簡易裁判
所から填補）

武蔵野簡易裁判所

矢崎和彦

内山 修

土橋
一

徳

司法行政事務掌理者

職務代行（東京簡易裁判
所から填補）

青梅簡易裁判所 竹内 宏

町田簡易裁判所

河野清孝

今 啓子

司法行政事務掌理者



第3表民事事件の概況(東京簡裁） 一平成27年～令和元年(9月分まで）

（

ハ

27年

受 理

旧受｜新受
既
済
未
済

28年

受 理

旧受’ 新受
既
済
未
済

29年

受 理

旧受｜新受

既 ｜未
I
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令和元年の数値については, 【平成30年の累計値×(令和元年9月までの累計値÷平成30年
9月までの累計値)】で算出した推計値である。
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9月までの累計値)】で算出した推計値である。



少額訴訟事件の新受件数推移

(東京簡裁･年別･平成21年～令和元年）
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2第8表及び第9表はいずれも令和元年の数値については， 【平成30年の累計値×(令和元年9月までの累計値
÷平成30年9月までの累計値)】で算出した推計値である。
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刑事事件の概況(東京簡裁） 一平成27年～令和元年(9月分まで） 第10表
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(注）第11表から第13表まで,いずれも令和元年の数値については, 【平成30年の累計値×(令和元年9月までの累計値
÷平成30年9月までの累計値)】で算出した推計値である。
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民事事件の概況(東京地裁管内全簡裁） －平成27年～30年 第14表

民事事件の概況(立川簡裁） －平成27年～30年 第15表

民事事件の概況(八王子簡裁）－平成27年～30年 第16表
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刑事事件の概況(東京地裁管内全簡裁） －平成27年～30年 第23表

刑事事件の概況(立川簡裁）－平成27年～30年 第24表

刑事事件の概況(八王子簡裁） －平成27年～30年 第25表
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第26表刑事事件の概況(武蔵野簡裁） －平成27年～30年

第27表刑事事件の概況(青梅簡裁）一平成27年～30年
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